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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月28日(2017.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内分解性多孔性ケイ素系担体材料を含む組成物であって、前記担体材料は少なくと
も１種の大分子治療物質と非晶質糖とを含む、組成物。
【請求項２】
　前記担体材料は再吸収性である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記治療物質は、タンパク質、ペプチド、抗体、炭水化物、ポリマーおよびポリヌクレ
オチドから選択される、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記治療物質は抗体である、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　前記非晶質糖はトレハロース、トレハロース二水和物、スクロース、マンニトール、ソ
ルビトール、キシリトール、若しくはグリセロール、またはそれらの組み合わせから選択
される、請求項１～４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　前記担体材料は約４０％～約８０％の範囲の多孔度を有する、請求項１～５のいずれか
一項に記載の組成物。
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【請求項７】
　平均細孔サイズは、２～５０ｎｍの範囲である、請求項１～６のいずれか一項に記載の
組成物。
【請求項８】
　平均細孔サイズは１０～５０ｎｍの範囲である、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　前記担体材料における前記細孔を隔てる壁の平均幅は、５ｎｍ未満である、請求項１～
８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記壁の平均幅は、３ｎｍ未満である、請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　その最長点で測定される前記担体材料の長さは１～５００ミクロンである、請求項１～
１０のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１２】
　その最長点としての前記担体材料の長さは５～１００ミクロンである、請求項１１に記
載の組成物。
【請求項１３】
　前記担体材料のロードレベルは、前記担体材料および治療物質の合計重量に基づき、８
０重量％未満である、請求項１～１２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記担体材料のロードレベルは、前記担体材料および治療物質の合計重量に基づき、約
１重量％～約７０重量％である、請求項１～１２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１５】
　前記担体材料のロードレベルは、前記担体材料および治療物質の合計重量に基づき、約
３重量％～約５０重量％である、請求項１～１２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１６】
　前記担体材料のロードレベルは、前記担体材料および治療物質の合計重量に基づき、約
５重量％～約４０重量％である、請求項１～１２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１７】
　前記担体材料のロードレベルは、前記組成物の重量に基づき、約４０重量％未満である
、請求項１～１２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１８】
　前記担体材料のロードレベルは、前記組成物の重量に基づき、約１重量％～約４０重量
％である、請求項１～１２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１９】
　前記担体材料はポリマーでコートされている、請求項１～１８のいずれか一項に記載の
組成物。
【請求項２０】
　前記ポリマーは制御放出ポリマーである、請求項１９に記載の組成物。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか一項に記載の組成物を調製する方法であって、多孔性ケイ素
系担体材料を治療物質および非結晶糖と接触させることを含む、方法。
【請求項２２】
　前記担体材料の平均細孔サイズは、治療物質の進入および治療物質の生体媒質中への少
なくとも約３日にわたる制御放出を可能にするように選択される、請求項２１に記載の方
法。
【請求項２３】
　前記平均細孔サイズは約１５ｎｍ～約４０ｎｍであり、前記治療物質は約１００，００
０～約２００，０００ａｍｕの分子量を有する、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
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　前記平均細孔サイズは約２５ｎｍ～約４０ｎｍであり、前記治療物質は、約６ｎｍ～約
８ｎｍの分子半径を有する、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記平均細孔サイズは約２ｎｍ～約１０ｎｍであり、前記治療物質は、約５，０００～
約５０，０００ａｍｕの分子量を有する、請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　病状の治療のための医薬の製造における、請求項１～２０のいずれか一項に記載の組成
物の使用。
【請求項２７】
　多孔性ケイ素系担体材料の細孔内にロードされた非晶質糖と生体分子とを含む組成物で
あって、前記担体材料内の前記生体分子は室温で、同じ条件下での前記担体材料が無い場
合の前記生体分子の半減期の少なくとも２倍である半減期を有する、組成物。
【請求項２８】
　眼の病状を治療するための方法における使用のための、請求項１～２０のいずれか一項
に記載の組成物。
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